
京都市告示第   号 
 生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」

という。）による医療支援給付のための医療及び施術を担当する機関から，生活保護法第 
５０条の２（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の

規定による事業の廃止等の届出がありました。 
令和４年３月１５日 

 
京都市長 門川大作   

医療機関廃止 

名   称 所   在   地  廃止年月日 

俵診療所 中京区柳馬場通錦小路上る十文字町

４３８ 

令和3年12月26

日 

木谷内科医院 下京区室町通綾小路下る白楽天町 
５０７番地下川ビル１Ｆ 

令和 4 年 1 月 31

日 

三品医院 左京区下鴨夜光町２３の２ 令和3年12月31

日 

ふくおかクリニック 右京区太秦北路町１０番地１ 令和 4 年 1 月 13

日 

くわた整形外科リウマチ科ク

リニック 
西京区松尾大利町１１番地５ 令和 4 年 1 月 31

日 

大嶋歯科医院 山科区栗栖野打越町７－１６ 令和 4 年 2 月 28

日 

しもがもゆう薬局 左京区下鴨東本町２６番地３ 
デミ洛北ビル２階 

令和 4 年 2 月 28

日 

薬局ダックス右京西院三蔵店 右京区西院三蔵町９番地 
リエス西院ビル１階 

令和 4 年 2 月 28

日 

 
 
 
 

 ６０８



医療機関名称変更 

変更前名称 変更後名称 所在地 変更年月日 

医療法人一陽会住田内

科クリニック 

医療法人稜陽会住田

内科クリニック 

山科区竹鼻竹ノ街道町

７４－１ 
令和 3 年 10 月

22日 

 

施術所名称・所在地変更 

施術者の氏名 変更前名称所在地 変更後名称所在地 変更年月日 

岡見 道江 
 

しが鍼灸マッサージ治

療院京都院 
山科区椥辻草海道町 

３６－１１ パデシオ

ン山科椥辻２０１号 

訪問マッサージオアシ

ス 京都院 
山科区音羽前出町２番

７号 

令和3年12月8日 

 

 

  （保健福祉局生活福祉部生活福祉課） 


